
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

区
分
審
理
決
定

１

区
分
審
理
決
定
（
第
七
十
一
条
関
係
）

、

（

「

」

。

。）

裁
判
所
は

被
告
人
を
同
じ
く
す
る
数
個
の
対
象
事
件

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る

対
象
事
件

を
い
う

以
下
同
じ

（一）
の
弁
論
を
併
合
し
た
場
合
又
は
第
四
条
第
一
項
の
決
定
に
係
る
事
件
と
対
象
事
件
の
弁
論
を
併
合
し
た
場
合
に
お
い
て
、
併
合

し
た
事
件
（
以
下
「
併
合
事
件
」
と
い
う

）
を
一
括
し
て
審
判
す
る
こ
と
に
よ
り
要
す
る
と
見
込
ま
れ
る
審
判
の
期
間
そ
の

。

他
の
裁
判
員
の
負
担
に
関
す
る
事
情
を
考
慮
し
、
そ
の
円
滑
な
選
任
又
は
職
務
の
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
検
察
官
、
被
告
人
若
し
く
は
弁
護
人
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
併
合
事
件
の
一
部
を
一
又
は
二
以

上
の
被
告
事
件
ご
と
に
区
分
し
、
こ
の
区
分
し
た
一
又
は
二
以
上
の
被
告
事
件
ご
と
に
、
順
次
、
審
理
す
る
旨
の
決
定
（
以
下

「
区
分
審
理
決
定
」
と
い
う

）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
犯
罪
の
証
明
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ

。

れ
が
あ
る
と
き
、
被
告
人
の
防
御
に
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
そ
の
他
相
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

区
分
審
理
決
定
又
は

の
請
求
を
却
下
す
る
決
定
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（二）

（一）

２

区
分
審
理
決
定
の
取
消
し
及
び
変
更
（
第
七
十
二
条
関
係
）

裁
判
所
は
、
被
告
人
の
主
張
、
審
理
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
区
分
事
件
（
区
分
審
理
決
定
に
よ
り
区
分
し
て

（一）



審
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
一
又
は
二
以
上
の
被
告
事
件
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
ご
と
に
審
理
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認

。

め
る
と
き
は
、
検
察
官
、
被
告
人
若
し
く
は
弁
護
人
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
区
分
審
理
決
定
を
取
り
消
す
決
定
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
区
分
事
件
に
つ
き
部
分
判
決
が
さ
れ
た
後
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る

こ
と
。

裁
判
所
は
、
被
告
人
の
主
張
、
審
理
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
検
察
官
、
被
告
人
若

（二）
し
く
は
弁
護
人
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
区
分
審
理
決
定
を
変
更
す
る
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
犯
罪
の
証
明
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
、
被
告
人
の
防
御
に
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
そ

の
他
相
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

若
し
く
は

の
決
定
又
は

若
し
く
は

の
請
求
を
却
下
す
る
決
定
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

（三）

（一）

（二）

（一）

（二）

の
と
す
る
こ
と
。

３

審
理
の
順
序
に
関
す
る
決
定
（
第
七
十
三
条
関
係
）

裁
判
所
は
、
二
以
上
の
区
分
事
件
が
あ
る
と
き
は
、
決
定
で
、
区
分
事
件
を
審
理
す
る
順
序
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

（一）
の
と
す
る
こ
と
。

裁
判
所
は
、
被
告
人
の
主
張
、
審
理
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定
で
、

の
決
定

（二）

（一）

を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

４

構
成
裁
判
官
の
み
で
構
成
す
る
合
議
体
に
よ
る
区
分
事
件
の
審
理
及
び
裁
判
（
第
七
十
四
条
関
係
）



裁
判
所
は
、
区
分
事
件
に
含
ま
れ
る
被
告
事
件
の
全
部
が
、
対
象
事
件
に
該
当
し
な
い
と
き
又
は
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
十
二
条

の
規
定
に
よ
り
罰
条
が
撤
回
若
し
く
は
変
更
さ
れ
た
た
め
対
象
事
件
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
構
成
裁
判
官
の
み
で
構
成

す
る
合
議
体
で
そ
の
区
分
事
件
の
審
理
及
び
裁
判
を
行
う
旨
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

区
分
事
件
審
判

１

区
分
事
件
の
審
理
に
お
け
る
検
察
官
等
に
よ
る
意
見
の
陳
述
（
第
七
十
七
条
関
係
）

区
分
事
件
の
審
理
に
お
け
る
検
察
官
、
被
告
人
及
び
弁
護
人
並
び
に
被
害
者
参
加
人
等
に
よ
る
意
見
の
陳
述
に
つ
い
て
所
要
の

規
定
の
整
備
を
す
る
こ
と
。

２

部
分
判
決
（
第
七
十
八
条
及
び
第
七
十
九
条
関
係
）

区
分
事
件
に
含
ま
れ
る
被
告
事
件
に
つ
い
て
、
犯
罪
の
証
明
が
あ
っ
た
と
き
は
、
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
三
十
三
条
及
び
第
三

（一）
百
三
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
部
分
判
決
で
有
罪
の
言
渡
し
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

部
分
判
決
で
有
罪
の
言
渡
し
を
す
る
に
は
、
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る

（二）
事
項
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

罪
と
な
る
べ
き
事
実

(1)

証
拠
の
標
目

(2)

罰
条
の
適
用
並
び
に
刑
法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
及
び
そ
の
適
用
に
係
る
判
断

(3)

法
律
上
犯
罪
の
成
立
を
妨
げ
る
理
由
と
な
る
事
実
に
係
る
判
断

(4)



法
律
上
刑
を
減
免
し
又
は
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
理
由
と
な
る
事
実
に
係
る
判
断

(5)
部
分
判
決
で
有
罪
の
言
渡
し
を
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（三）

犯
行
の
動
機
、
態
様
及
び
結
果
そ
の
他
の
罪
と
な
る
べ
き
事
実
に
関
連
す
る
情
状
に
関
す
る
事
実

(1)

没
収
、
追
徴
及
び
被
害
者
還
付
の
根
拠
と
な
る
事
実
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
係
る
判
断

(2)
区
分
事
件
の
審
理
に
お
い
て

の

又
は

に
規
定
す
る
事
実
が
主
張
さ
れ
た
と
き
は
、
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
三
十
五
条
第

（四）

（二）

(4)

(5)

二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
部
分
判
決
に
お
い
て
、
こ
れ
に
対
す
る
判
断
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

区
分
事
件
に
含
ま
れ
る
被
告
事
件
に
つ
い
て
、
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
管
轄
違
い
の
判
決
、
同
法
第

（五）
三
百
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
無
罪
の
判
決
、
同
法
第
三
百
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
免
訴
の
判
決
又
は
同
法
第
三
百
三
十
八

条
の
規
定
に
よ
る
公
訴
棄
却
の
判
決
の
言
渡
し
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
部
分
判
決
で
そ
の
旨
の
言
渡

し
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

部
分
判
決
に
対
す
る
控
訴
の
申
立
て
（
第
八
十
条
関
係
）

部
分
判
決
に
対
し
て
は
、
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
七
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
控
訴
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す

る
こ
と
。

４

区
分
事
件
審
判
に
お
け
る
裁
判
員
等
の
任
務
の
終
了
（
第
八
十
四
条
関
係
）

区
分
事
件
審
判
（
各
区
分
事
件
の
審
理
及
び
裁
判
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
に
係
る
職
務
を
行
う
裁
判
員
及
び
補
充
裁
判
員
の

。

、

、

。

任
務
は

第
四
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
に
終
了
す
る
も
の
と
す
る
こ
と

（一）

（三）



当
該
区
分
事
件
に
つ
い
て
部
分
判
決
の
宣
告
を
し
た
と
き
。

（一）

当
該
区
分
事
件
に
含
ま
れ
る
被
告
事
件
の
全
部
に
つ
い
て
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
訴
を
棄

（二）
却
す
る
決
定
が
さ
れ
た
と
き
。

当
該
区
分
事
件
に
つ
い
て
第
七
十
四
条
の
決
定
が
さ
れ
た
と
き
。

（三）
５

区
分
事
件
の
審
理
に
お
け
る
公
判
手
続
の
更
新
（
第
八
十
五
条
関
係
）

４
に
よ
り
区
分
事
件
審
判
に
係
る
職
務
を
行
う
裁
判
員
の
任
務
が
終
了
し
、
新
た
に
第
二
条
第
一
項
の
合
議
体
に
他
の
区
分
事

件
審
判
に
係
る
職
務
を
行
う
裁
判
員
が
加
わ
っ
た
場
合
に
は
、
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
判
手
続
の
更
新

は
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

併
合
事
件
審
判

１

併
合
事
件
審
判
（
第
八
十
六
条
関
係
）

裁
判
所
は
、
す
べ
て
の
区
分
事
件
審
判
が
終
わ
っ
た
後
、
区
分
事
件
以
外
の
被
告
事
件
の
審
理
及
び
区
分
事
件
の
審
理
（
当

（一）

（

。）

該
区
分
事
件
に
含
ま
れ
る
被
告
事
件
に
係
る
部
分
判
決
で
示
さ
れ
た
事
項
に
係
る
も
の

の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
を
除
く

（三）

を
除
く

）
並
び
に
併
合
事
件
の
全
体
に
つ
い
て
の
裁
判
（
以
下
「
併
合
事
件
審
判
」
と
い
う

）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

も
の
と
す
る
こ
と
。

裁
判
所
は
、

に
よ
り
併
合
事
件
の
全
体
に
つ
い
て
の
裁
判
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
部
分
判
決
が
さ
れ
た
被
告
事
件
に

（二）

（一）

係
る
当
該
部
分
判
決
で
示
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、

の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
を
除
き
、
こ
れ
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（三）



裁
判
所
は
、
構
成
裁
判
官
の
合
議
に
よ
り
、
区
分
事
件
の
審
理
又
は
部
分
判
決
に
つ
い
て
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
七
十
七
条
各

（三）
号
、
第
三
百
七
十
八
条
各
号
又
は
第
三
百
八
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
職
権
で
、
そ
の
旨
の
決

定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

併
合
事
件
審
判
の
た
め
の
公
判
手
続
の
更
新
（
第
八
十
七
条
関
係
）

二
の
４
に
よ
り
区
分
事
件
審
判
に
係
る
職
務
を
行
う
裁
判
員
の
任
務
が
終
了
し
、
新
た
に
第
二
条
第
一
項
の
合
議
体
に
併
合
事

件
審
判
に
係
る
職
務
を
行
う
裁
判
員
が
加
わ
っ
た
場
合
に
お
け
る
公
判
手
続
の
更
新
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
す
る
こ

と
。

３

刑
事
訴
訟
法
第
二
百
九
十
二
条
の
二
の
意
見
の
陳
述
（
第
八
十
八
条
関
係
）

区
分
事
件
に
含
ま
れ
る
被
告
事
件
に
つ
い
て
の
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
九
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述
又
は

同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
は
、
併
合
事
件
審
判
に
お
け
る
審
理
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
併
合
事
件
審
判
に
お
け
る
審
理
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
そ
の
他
当
該
被
告
事
件
を
含
む
区
分
事

件
の
審
理
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
区
分
事
件
の
審
理
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

４

併
合
事
件
審
理
に
お
け
る
検
察
官
等
に
よ
る
意
見
の
陳
述
（
第
八
十
九
条
関
係
）

併
合
事
件
審
判
に
お
け
る
審
理
に
お
い
て
行
う
検
察
官
、
被
告
人
及
び
弁
護
人
並
び
に
被
害
者
参
加
人
等
に
よ
る
意
見
の
陳
述

に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
す
る
こ
と
。



四

選
任
予
定
裁
判
員
の
選
定

１

選
任
予
定
裁
判
員
（
第
九
十
条
関
係
）

裁
判
所
は
、
区
分
審
理
決
定
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
員
等
選
任
手
続
に
お
い
て
、

（一）
二
の
４
に
よ
り
区
分
事
件
審
判
に
係
る
職
務
を
行
う
裁
判
員
又
は
補
充
裁
判
員
の
任
務
が
終
了
し
た
後
に
他
の
区
分
事
件
審
判

又
は
併
合
事
件
審
判
に
係
る
職
務
を
行
う
裁
判
員
又
は
補
充
裁
判
員
に
選
任
さ
れ
る
べ
き
必
要
な
員
数
の
選
任
予
定
裁
判
員

を
、
各
区
分
事
件
審
判
又
は
併
合
事
件
審
判
ご
と
に
、
あ
ら
か
じ
め
選
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
選
任
予
定
裁
判
員
の
員
数
は
、
裁
判
所
が
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
す
る
こ
と
。

（二）
２

選
任
予
定
裁
判
員
の
選
定
（
第
九
十
一
条
関
係
）

裁
判
所
は
、
く
じ
そ
の
他
の
作
為
が
加
わ
ら
な
い
方
法
と
し
て
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
方
法
に
従
い
、
裁
判
員
等
選
任

（一）
手
続
の
期
日
に
出
頭
し
た
裁
判
員
候
補
者
で
不
選
任
の
決
定
が
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
か
ら
、
１

に
よ
り
裁
判
所
が
定
め
た
員

（一）

数
（
当
該
裁
判
員
候
補
者
の
員
数
が
こ
れ
に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
員
数
）
の
選
任
予
定
裁
判
員
を
裁
判
員
（
補
充
裁
判
員

を
置
く
と
き
は
、
補
充
裁
判
員
を
含
む

）
に
選
任
さ
れ
る
べ
き
順
序
を
定
め
て
選
定
す
る
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

。

の
と
す
る
こ
と
。

裁
判
所
は
、

に
よ
り
選
任
予
定
裁
判
員
に
選
定
さ
れ
た
者
以
外
の
不
選
任
の
決
定
が
さ
れ
な
か
っ
た
裁
判
員
候
補
者
に
つ

（二）

（一）

い
て
は
、
不
選
任
の
決
定
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



３

選
任
予
定
裁
判
員
が
不
足
す
る
場
合
の
措
置
（
第
九
十
二
条
関
係
）

裁
判
所
は
、
２
の

に
よ
り
選
定
さ
れ
た
選
任
予
定
裁
判
員
の
員
数
が
選
定
す
べ
き
選
任
予
定
裁
判
員
の
員
数
に
満
た
な
い

（一）

（一）

と
き
は
、
不
足
す
る
員
数
の
選
任
予
定
裁
判
員
を
選
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
す
る
こ
と
。

（二）

五

選
任
予
定
裁
判
員
の
選
定
の
取
消
し

１

請
求
に
よ
る
選
任
予
定
裁
判
員
の
選
定
の
取
消
し
（
第
九
十
三
条
関
係
）

検
察
官
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
選
任
予
定
裁
判
員
が
欠
格
事
由
等
に
該
当
す
る
こ
と
、
選
任
予
定
裁

（一）
判
員
が
不
公
平
な
裁
判
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
等
を
理
由
と
し
て
選
任
予
定
裁
判
員
の
選
定
の
取
消
し
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

の
請
求
に
対
す
る
裁
判
所
の
決
定
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
す
る
こ
と
。

（二）

（一）

２

異
議
の
申
立
て
（
第
九
十
四
条
関
係
）

１
の

の
請
求
を
却
下
す
る
決
定
に
対
し
て
は
、
当
該
決
定
に
関
与
し
た
裁
判
官
の
所
属
す
る
地
方
裁
判
所
に
異
議
の
申
立
て

（一）

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

職
権
に
よ
る
選
任
予
定
裁
判
員
の
選
定
の
取
消
し
（
第
九
十
五
条
関
係
）

職
権
に
よ
る
選
任
予
定
裁
判
員
の
選
定
の
取
消
し
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
す
る
こ
と
。

４

選
任
予
定
裁
判
員
の
申
立
て
に
よ
る
選
定
の
取
消
し
（
第
九
十
六
条
関
係
）



選
任
予
定
裁
判
員
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
選
定
の
決
定
が
さ
れ
た
後
に
知
り
、
又
は
生
じ
た
一
定
の
事
由
に
よ
り
裁
判
員
又

（一）
は
補
充
裁
判
員
の
職
務
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
選
定
の
取
消
し
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

裁
判
所
は
、

の
申
立
て
に
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
選
任
予
定
裁
判
員
の
選
定
を
取
り
消
す
決
定
を
し
な
け

（二）

（一）

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

六

選
任
予
定
裁
判
員
の
裁
判
員
等
へ
の
選
任
（
第
九
十
七
条
関
係
）

１

裁
判
所
は
、
二
の
４
に
よ
り
区
分
事
件
審
判
に
係
る
職
務
を
行
う
裁
判
員
及
び
補
充
裁
判
員
の
任
務
が
終
了
し
た
と
き
は
、
第

三
十
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
区
分
事
件
審
判
の
次
の
区
分
事
件
審
判
又
は
併
合
事
件
審
判
に
係
る
職
務
を
行
う
裁
判

員
又
は
補
充
裁
判
員
に
選
任
さ
れ
る
た
め
に
選
定
さ
れ
て
い
る
選
任
予
定
裁
判
員
で
、
指
定
す
る
裁
判
員
等
選
任
手
続
の
期
日
に

出
頭
し
た
も
の
か
ら
、
そ
の
選
定
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
順
序
に
従
い
、
当
該
職
務
を
行
う
裁
判
員
（
補
充
裁
判
員
を
置
く
と
き

は
、
補
充
裁
判
員
を
含
む

）
を
選
任
す
る
決
定
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

。

２

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
す
る
こ
と
。

七

裁
判
員
等
の
保
護
の
た
め
の
措
置
等

１

辞
退
事
由
（
第
十
六
条
関
係
）

過
去
三
年
以
内
に
選
任
予
定
裁
判
員
で
あ
っ
た
者
は
、
裁
判
員
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
辞
退
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
こ
と
。



２

不
利
益
取
扱
い
の
禁
止
（
第
百
条
関
係
）

労
働
者
が
選
任
予
定
裁
判
員
で
あ
る
こ
と
又
は
選
任
予
定
裁
判
員
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取

扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

裁
判
員
等
を
特
定
す
る
に
足
り
る
情
報
の
取
扱
い

何
人
も
、
選
任
予
定
裁
判
員
の
氏
名
、
住
所
そ
の
他
の
個
人
を
特
定
す
る
に
足
り
る
情
報
を
公
に
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と

（一）
す
る
こ
と
。
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
の
氏
名
、
住
所
そ
の
他
の
個
人
を
特
定
す
る
に
足
り
る
情
報
に
つ
い
て
も
、
本
人
が
こ
れ
を

公
に
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
場
合
を
除
き
、
同
様
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と

（
第
百
一
条
第
一
項
関
係
）

。

第
百
一
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
区
分
事
件
審
判
に
係
る
職
務
を
行
う
裁
判
員
又
は
補
充
裁
判
員
の
職
に
あ

（二）
っ
た
者
で
二
の
４
に
よ
り
そ
の
任
務
が
終
了
し
た
も
の
は
、
す
べ
て
の
区
分
事
件
の
審
判
の
後
に
行
わ
れ
る
併
合
事
件
の
全
体

に
つ
い
て
の
裁
判
（
以
下
「
併
合
事
件
裁
判
」
と
い
う

）
が
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
裁
判
員
又
は
補
充
裁
判
員
で
あ
る

。

も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と

（
第
百
一
条
第
二
項
関
係
）

。

４

裁
判
員
等
に
対
す
る
接
触
の
規
制

何
人
も
、
被
告
事
件
に
関
し
、
当
該
被
告
事
件
を
取
り
扱
う
裁
判
所
に
選
定
さ
れ
た
選
任
予
定
裁
判
員
に
接
触
し
て
は
な
ら

（一）
な
い
も
の
と
す
る
こ
と

（
第
百
二
条
第
一
項
関
係
）

。

第
百
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
区
分
事
件
審
判
に
係
る
職
務
を
行
う
裁
判
員
又
は
補
充
裁
判

（二）
員
の
職
に
あ
っ
た
者
で
二
の
４
に
よ
り
そ
の
任
務
が
終
了
し
た
も
の
は
、
併
合
事
件
裁
判
が
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
裁
判



員
又
は
補
充
裁
判
員
で
あ
る
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と

（
第
百
二
条
第
三
項
関
係
）

。

八

罰
則

１

裁
判
員
等
に
対
す
る
請
託
罪
等

選
任
予
定
裁
判
員
に
対
し
、
裁
判
員
又
は
補
充
裁
判
員
と
し
て
行
う
べ
き
職
務
に
関
し
、
請
託
を
し
た
者
に
対
す
る
罰
則
を

（一）
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と

（
第
百
六
条
第
三
項
関
係
）

。

被
告
事
件
の
審
判
に
影
響
を
及
ぼ
す
目
的
で
、
選
任
予
定
裁
判
員
に
対
し
、
事
実
の
認
定
そ
の
他
の
裁
判
員
と
し
て
行
う
べ

（二）
き
判
断
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
又
は
こ
れ
に
つ
い
て
の
情
報
を
提
供
し
た
者
も
、

と
同
様
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と

（
第

。

（一）

百
六
条
第
四
項
関
係
）

２

裁
判
員
等
に
対
す
る
威
迫
罪
（
第
百
七
条
関
係
）

区
分
審
理
決
定
が
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
裁
判
員
、
補
充
裁
判
員
、
選
任
予
定
裁
判
員
等
に
対
す
る
威
迫
罪
に
つ
い
て
所
要
の

規
定
の
整
備
を
す
る
こ
と
。

３

裁
判
員
等
に
よ
る
秘
密
漏
示
罪
（
第
百
八
条
関
係
）

第
百
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
区
分
事
件
審
判
に
係
る
職
務
を
行
う
裁
判
員
又
は
補
充

（一）
裁
判
員
の
職
に
あ
っ
た
者
で
二
の
４
に
よ
り
そ
の
任
務
が
終
了
し
た
も
の
は
、
併
合
事
件
裁
判
が
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
な
お

裁
判
員
又
は
補
充
裁
判
員
で
あ
る
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

そ
の
他
区
分
審
理
決
定
が
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
裁
判
員
、
補
充
裁
判
員
等
に
よ
る
秘
密
漏
示
罪
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の

（二）



整
備
を
す
る
こ
と
。

４

そ
の
他
所
要
の
罰
則
の
整
備
を
す
る
こ
と
。

九

訴
訟
関
係
人
の
尋
問
及
び
供
述
等
の
記
録
媒
体
へ
の
記
録
（
第
六
十
五
条
関
係
）

、

（

。）

１

裁
判
所
は

対
象
事
件

第
五
条
本
文
の
規
定
に
よ
り
第
二
条
第
一
項
の
合
議
体
で
取
り
扱
う
も
の
と
さ
れ
た
事
件
を
含
む

及
び
第
四
条
第
一
項
の
決
定
に
係
る
事
件
の
審
理
に
お
け
る
裁
判
官
、
裁
判
員
又
は
訴
訟
関
係
人
の
尋
問
及
び
証
人
、
鑑
定
人
、

通
訳
人
又
は
翻
訳
人
の
供
述
、
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
九
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述
並
び
に
裁
判
官
、
裁
判

員
又
は
訴
訟
関
係
人
に
よ
る
被
告
人
の
供
述
を
求
め
る
行
為
及
び
被
告
人
の
供
述
並
び
に
こ
れ
ら
の
状
況
（
以
下
「
訴
訟
関
係
人

の
尋
問
及
び
供
述
等
」
と
い
う

）
に
つ
い
て
、
審
理
又
は
評
議
に
お
け
る
裁
判
員
の
職
務
の
的
確
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
必

。

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
検
察
官
及
び
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、
こ
れ
を
記
録
媒
体
（
映
像
及
び
音
声
を
同
時

に
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
物
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
に
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
事
案
の
内

。

容
、
審
理
の
状
況
、
供
述
又
は
陳
述
を
す
る
者
に
与
え
る
心
理
的
な
負
担
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
、
記
録
媒
体
に
記
録
す
る
こ

と
が
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

１
に
よ
る
訴
訟
関
係
人
の
尋
問
及
び
供
述
等
の
記
録
は
、
刑
事
訴
訟
法
第
百
五
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り

証
人
を
尋
問
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
証
人
の
同
意
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

２
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
訴
訟
関
係
人
の
尋
問
及
び
供
述
等
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
は
、
訴
訟
記
録
に
添
付
し
て
調
書
の
一

部
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
証
人
が
後
の
刑
事
手
続
に
お
い
て
同
一
の
事
実
に
つ
き
再
び
証
人
と
し
て
供
述
を



求
め
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

十

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
（
関
係
法
律
の
所
要
の
整
備
を
す
る
た
め
の
も
の
を
含
む

）
を
す
る
こ
と
。

。

第
二

刑
事
訴
訟
法
の
一
部
改
正

一

公
判
調
書
の
整
理
（
第
四
十
八
条
関
係
）

判
決
を
宣
告
す
る
公
判
期
日
の
調
書
は
当
該
公
判
期
日
後
七
日
以
内
に
、
公
判
期
日
か
ら
判
決
を
宣
告
す
る
日
ま
で
の
期
間
が
十

日
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
公
判
期
日
の
調
書
は
当
該
公
判
期
日
後
十
日
以
内
（
判
決
を
宣
告
す
る
日
ま
で
の
期
間
が
三
日

に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
判
決
を
宣
告
す
る
公
判
期
日
後
七
日
以
内
）
に
、
整
理
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
す
る
こ
と
。

第
三

検
察
審
査
会
法
の
一
部
改
正

一

検
察
審
査
員
及
び
補
充
員
の
選
定
手
続
等
の
整
備

１

欠
格
事
由
（
第
五
条
関
係
）

検
察
審
査
員
の
欠
格
事
由
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
す
る
こ
と
。

２

就
職
禁
止
事
由
（
第
六
条
関
係
）

検
察
審
査
員
の
職
務
に
就
く
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
す
る
こ
と
。

３

検
察
審
査
員
候
補
者
予
定
者
名
簿
の
調
製
等
（
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
関
係
）

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
よ
る
検
察
審
査
員
候
補
者
予
定
者
名
簿
の
調
製
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
す
る
こ



と
。

４

検
察
審
査
員
候
補
者
名
簿
の
調
製
等
（
第
十
二
条
の
二
及
び
十
二
条
の
七
関
係
）

検
察
審
査
会
事
務
局
長
に
よ
る
検
察
審
査
員
候
補
者
名
簿
の
調
製
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
す
る
こ
と
。

５

検
察
審
査
員
候
補
者
等
の
欠
格
事
由
等
の
調
査
等

検
察
審
査
員
候
補
者
の
欠
格
事
由
等
の
調
査
（
第
十
二
条
の
三
関
係
）

（一）

検
察
審
査
会
事
務
局
長
は
、
検
察
審
査
員
候
補
者
に
つ
い
て
、
欠
格
事
由
等
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
検
察
審
査

会
の
判
断
に
資
す
る
事
情
を
調
査
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

検
察
審
査
員
候
補
者
に
対
す
る
質
問
（
第
十
二
条
の
四
関
係
）

（二）

検
察
審
査
会
事
務
局
長
は
、
欠
格
事
由
等
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
検
察
審
査
会
の
判
断
に
資
す
る
事
情
を
調
査

す
る
た
め
、
検
察
審
査
員
候
補
者
に
対
し
、
質
問
票
を
用
い
て
質
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

公
務
所
等
へ
の
照
会
（
第
十
二
条
の
六
関
係
）

（三）

検
察
審
査
会
事
務
局
長
は
、
検
察
審
査
員
候
補
者
等
に
つ
い
て
、
欠
格
事
由
等
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
検
察
審

査
会
の
判
断
に
資
す
る
事
情
を
調
査
す
る
た
め
、
公
務
所
等
に
照
会
し
て
必
要
な
事
項
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

６

検
察
審
査
員
候
補
者
の
辞
職
の
申
出
（
第
十
二
条
の
五
関
係
）

検
察
審
査
員
の
辞
職
事
由
に
該
当
す
る
検
察
審
査
員
候
補
者
は
、
検
察
審
査
会
に
対
し
、
検
察
審
査
員
又
は
補
充
員
に
な
る
こ



と
に
つ
い
て
、
辞
退
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

７

検
察
審
査
員
及
び
補
充
員
の
選
定
及
び
任
期
等
（
第
十
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
関
係
）

検
察
審
査
員
及
び
補
充
員
の
選
定
及
び
任
期
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
す
る
こ
と
。

８

補
充
員
の
追
加
選
定
等
（
第
十
八
条
の
二
関
係
）

検
察
審
査
員
又
は
補
充
員
が
欠
け
た
場
合
に
お
け
る
検
察
審
査
会
長
に
よ
る
補
充
員
の
追
加
選
定
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整

備
を
す
る
こ
と
。

二

検
察
審
査
会
事
務
官
の
員
数
（
第
二
十
条
第
一
項
関
係
）

各
検
察
審
査
会
に
最
高
裁
判
所
が
定
め
る
員
数
の
検
察
審
査
会
事
務
官
を
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

不
利
益
取
扱
い
の
禁
止
（
第
四
十
二
条
の
二
関
係
）

労
働
者
が
検
察
審
査
員
の
職
務
を
行
う
た
め
に
休
暇
を
取
得
し
た
こ
と
そ
の
他
検
察
審
査
員
、
補
充
員
若
し
く
は
検
察
審
査
員
候

補
者
で
あ
る
こ
と
又
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と

す
る
こ
と
。

四

裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
規
定
の
整
備
（
第
八
条
関
係
）

裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
規
定
の
整
備
を
す
る
こ
と
。

五

そ
の
他
（
第
七
条
第
四
号
、
第
十
六
条
第
一
項
、
第
十
七
条
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
関
係
）

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
す
る
こ
と
。



第
四

附

則

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と

（
附
則
第
一
条
関
係
）

。

１

第
三
の
一
１
か
ら
７
ま
で
及
び
第
三
の
三
並
び
に
附
則
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六

月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

２

第
三
の
一
８
、
第
三
の
二
及
び
五
並
び
に
附
則
第
五
条
の
規
定

刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法

律
第
六
十
二
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

３

第
二
及
び
第
三
の
四

裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と

（
附
則
第
二
条
及
び
第
三
条
関
係
）

。

三

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
関
係
法
律
の
所
要
の
整
備
を
す
る
こ
と

（
附
則
第
四
条
及
び
第
五
条
関
係
）

。


